
選定委員の審査結果

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

1 白樺の家 中登別町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

2 明和園 登別東町２町会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

3 汐見の家 登別東町第三町会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

4 翠の家 翠の家管理運営委員会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

5 芙蓉の家 芙蓉の家運営委員会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

6 すずらんの家 すずらん団地町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

7 札内偕楽園 中札内町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

8 千歳福寿園 千歳町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

9 永和園 幌別鉄南地区連合町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

10 三寿園 中央町三丁目町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

11 静和園 中央新生町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

12 常盤会館 常盤町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

13 常盤の家 緑ヶ丘町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

14 相生の家 曙町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

15 こぶしの家 柏木町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

16 梅の木の家 片倉町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

17 ねむの木の家 香風町会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

18 緑寿の家 若緑町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

19 あかしやの家 あかしや町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

20 若山の家 若山団地町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

21 新寿の家 新生北町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

22 新生虹の家 新生虹の家運営管理委員会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

23 希望の家 新生町望洋町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

24 優和園 若草町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

25 みその園 美園南町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

26 光和園 美園町会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

27 旭ヶ丘三恵園 旭ヶ丘町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

28 桜美園 桜ヶ丘町会・美不二町会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

29 若汐の家 汐平町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

30 和幸園 大和町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

31 富久寿園 富岸町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

32 共和園 はまなす町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

33 栄楽園 栄楽園運営管理委員会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

34 双和園 鷲別１丁目町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

35 恵和園 鷲別町４丁目町内会・ひまわり町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

36 鷲六園 鷲別町６丁目町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

37 富士会館 新和会・山手町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

38 栄会館 はまわし町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

39 新川会館 新川第二町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

40 若草会館 若草第二町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

41 カルルス会館 カルルス温泉町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

42 桜木の家 西川上町内会 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 適当 8 0

指定管理者候補者の選定結果について

令和７年１０月２８日開催の登別市指定管理者選定委員会により、次のとおり候補者を選定しました。

施設名 コミュニティセンター（４２施設）

指定管理者
（候補者）

下記のとおり

指定期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間）

選定理由 選定委員による評価の結果、適当と認められる団体であることから選定する。

所管部署
（問い合わせ先）

市民生活部市民協働グループ
℡：0143-57-1079　mail：kyodo@city.noboribetsu.lg.jp

各選定委員評価結果
施設名

申請者
（指定管理者候補者）

適当 不適当


